
もとまるパーク整備運営事業　事業区域図

◎注意事項

　１　公募対象公園施設は想定によるものであり、実際の整備を表したものではありません。

　２　公募対象公園施設設置可能区域に施設を設置する場合は、PAの駐車場から10m程度の広さを確保する必要があります。

　３　公募対象公園施設設置可能区域に、建築物を建築する場合は、図に示している埋設する暗渠の影響を考慮する必要があります。
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